
測量業務共通仕様書の一部改正について 
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改正案（H30.10 改正） 現 行 
 

 

第１条 ［略］ 

 
第２条 作業実施 

測量業務等は、農政水産部「香川県土地改良事業測量作業規程」（平成２８年７月５日付け承認番号国国地第４５号）によ

り実施するものとする。 

 
第３条～ 第３８条 ［略］ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

第１条 ［略］ 

 

第２条 作業実施 
測量業務等は、農政水産部「香川県土地改良事業測量作業規程」（平成２５年６月１７日付け承認番号国国地第７３号）に

より実施するものとする。 

 

 
 




